
☎／市外局番の記載のないものは『0475』です
広報さんむ
2011. ３月 8

行政からの

お らせ知
information

年
金
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
徴
収
（
天
引
き
）

１
．
特
別
徴
収
と
な
る
人
の
要
件

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

人
で
、
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

（
世
帯
主
）
が
、
国
民
健
康
保
険
税
の

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

要　

件

①
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加
入

② 

世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が

全
員
65
歳
か
ら
74
歳

③ 

世
帯
主
の
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収

さ
れ
て
い
る

④ 

世
帯
主
が
受
給
し
て
い
る
年
金
が
年

額
18
万
円
以
上

⑤ 

特
別
徴
収
さ
れ
る
介
護
保
険
料
と
国

民
健
康
保
険
税
の
合
計
額
が
、
世
帯

主
が
受
給
し
て
い
る
年
金
額
の
２
分

の
１
以
下

※
世
帯
主
が
年
度
途
中
で
75
歳
に
な
る

場
合
は
、特
別
徴
収
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

２
．
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金

 

・ 

老
齢
・
退
職
年
金
、
障
害
年
金
及
び

遺
族
年
金
で
、
受
給
額
が
年
額
18
万

円
以
上
の
年
金

　

複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合

は
、
次
の
年
金
の
優
先
順
位
に
よ
り
特

別
徴
収
さ
れ
る
年
金
を
決
定
し
ま
す
。

複
数
の
年
金
か
ら
重
複
し
て
徴
収
さ
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

① 

厚
生
労
働
大
臣
（
国
民
年
金
・
厚
生

年
金
・
船
員
保
険
の
順
）　　
　
　

②
国
家
公
務
員
共
済
組
合

③
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合

④
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

⑤ 

地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
公
立
学
校

共
済
組
合
を
含
む
）

３
．
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
月

　

仮
徴
収
は
、年
税
額
決
定
前
の
４
月
・

６
月
・
８
月
の
支
給
年
金
か
ら
特
別
徴

収
し
ま
す
。

　

年
税
額
決
定
後
は
、
仮
徴
収
税
額
を

差
し
引
い
た
残
り
の
額
を
10
月
・
12
月
・

２
月
の
支
給
年
金
か
ら
特
別
徴
収
（
本

徴
収
）
し
ま
す
。

４
． 「
申
し
出
」
に
よ
り
特
別
徴
収
か

ら
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す

　
「
申
し
出
」
は
、
書
面
に
よ
る
提
出

が
必
要
で
す
。
※
納
付
書
に
よ
る
納
付

に
は
、
変
更
で
き
ま
せ
ん
。

　

特
別
徴
収
の
停
止
は
、「
申
し
出
」

日
の
翌
月
か
ら
３
か
月
目
以
降
の
最
初

の
年
金
支
給
月
か
ら
で
す
。
停
止
月
以

降
の
納
期
か
ら
口
座
振
替
で
の
普
通
徴

収
に
変
更
し
ま
す
。

　

３
月
末
日
ま
で
に
「
申
し
出
」
し
た

場
合
は
、
６
月
以
降
の
特
別
徴
収
を
停

止
し
、
７
月
（
第
１
期
）
か
ら
口
座
振

替
で
の
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
で
滞
納
し
た

場
合
（
残
高
不
足
で
引
落
し
が
で
き
な

か
っ
た
場
合
等
）
は
、
特
別
徴
収
に
切

替
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

世
帯
主
以
外
の
口
座
か
ら
引
落
し
を

希
望
さ
れ
る
場
合
で
も
、
納
税
通
知
書

等
の
送
付
先
は
世
帯
主（
納
税
義
務
者
）

あ
て
と
な
り
ま
す
。

必
要
な
も
の

① 

国
民
健
康
保
険
税
納
付
方
法
変
更
申

出
書
（
市
役
所
課
税
課
窓
口
に
用
意

し
て
あ
り
ま
す
。）

② 

山
武
市
口
座
振
替
依
頼
書
兼
自
動
振

込
利
用
申
込
書
（
依
頼
者
控
）

※
新
た
に
口
座
振
替
で
納
付
す
る
人

や
、
今
ま
で
と
は
異
な
る
口
座
で
振
替

納
付
を
す
る
人
は
、「
申
し
出
」
前
に

金
融
機
関
で
口
座
振
替
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。

※
既
に
口
座
振
替
で
納
付
し
て
い
る
人

は
②
の
提
出
は
不
要
で
す
。

③ 

申
出
者
（
世
帯
主
ま
た
は
世
帯
員
）

の
国
民
健
康
保
険
証

④
印
鑑
（
自
動
印
不
可
）

５
． 

所
得
税
・
市
県
民
税
申
告
時
の
社

会
保
険
料
控
除

　

１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
一
年
間
に
納

付
し
た
国
民
健
康
保
険
税
は
、
実
際
に

支
払
っ
た
人
が
所
得
税
確
定
申
告
や
市

県
民
税
（
住
民
税
）
申
告
の
社
会
保
険

料
控
除
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

　

年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
た
国
民
健

康
保
険
税
は
、
特
別
徴
収
さ
れ
た
本
人

以
外
の
人
の
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

申
告
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、「
申
し
出
」
に
よ
り
口
座

振
替
に
よ
る
納
付
に
変
更
し
た
場
合

は
、
口
座
名
義
人
の
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

６
．
年
金
保
険
者
か
ら
の
通
知

　

年
金
保
険
者
か
ら
の
「
年
金
振
込
通

知
書
」
等
に
記
載
さ
れ
る
国
民
健
康
保

険
税
額
は
、市
か
ら
の
「
納
税
通
知
書
」

等
と
同
じ
保
険
税
で
あ
り
、
重
複
し
て

徴
収
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

税
額
が
変
更
さ
れ
た
場
合
は
、
市
か

ら
送
付
す
る
通
知
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　
　

課
税
課
市
民
税
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
１
２
８
１

　

平
成
23
年
４
月
の
年
金
支
給
分
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
徴
収
（
仮
徴
収
）

さ
れ
る
人
（
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
）
に
、
３
月
末
頃
に
納
税
通
知
書
兼
特
別

徴
収
開
始
通
知
書
（
仮
徴
収
）
を
送
付
し
ま
す
。

問




